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２０２０年人事院勧告（ボーナス）の概要 
 

民間給与との較差 

＜月例給＞ は、11～12 月に勧告 （内容は現在不明） 

＜ボーナス＞ 民間の支給割合 4.4６月（公務現行 4.5 月）  
 

一時金改定の主な内容 

一時金は、0.05 月分引下げる。引下げ分は、今年度は、12 月

期の期末手当から差し引く。来年度以降は、0.025 月分ずつ、

６月期と 12 月期の期末手当から差し引く。 

 6 月期 12 月期 

2020 年度 
期末手当 
勤勉手当 

 1.3 月（支給済
み） 

0.95 月（支給済
み） 

1.25 月（△
0.05）0.95 月 

2021 年度 
以降 

期末手当 
勤勉手当 

1.275 月（△
0.025） 
 0.95 月 

1.275月（△0.025） 
0.95 月 

  再任用（非管理職）は変更ありません。 
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コロナ禍でも頑張っている 職員の一時金が削減されないために 団結署名にご協力ください。コロナ禍でも頑張っている 職員の一時金が削減されないために 団結署名にご協力ください。


